
経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006 住劣

第3章財政健全化への取※

1.歳出・歳入一体改革に向けた取組

(1)歳出・歳入一体改革の基本的考え方

①国民に対する責任ある対応

・次世代を担う子どもたちに、新たな発展の基盤を引き継ぎ、過度な負担を

残さないようにすることは、最重要の課題である。将来にわたり経済社会

が活力を維持していくための基盤を確固たるものとすると同時に、財政の

健全化に向けて必要な改革をゆるぎなく推進していかなければならない。

財政健全化は国民全体の課題であり、歳出改革・歳入改革の「全体像」を

一体的かつ中長期的視点から分かりやすく示し、国民への説明責任を果た

す必要がある。

②小泉内閣における財政健全化努力の維持・強化

・小泉内閣は、「改革なくして成長なし」との考え方の下、構造改革と財政

健全化への取組を堅持し、民需主導の景気回復を実現した。同時に基礎的

財政収支の大幅改善などの成果を上げた。

こうした考え方と成果を踏まえ、経済と財政を一体のものと捉える「経済・

財政一体改革」の考え方の下、「新たな経済成長戦略」を推進し、財政健

全化の努力を今後とも継続していくことが改革の基本である。

③成長力強化と財政健全化の両立

・少子高齢化が進展し、また、国際競争が激化する中にあって、子どもたち

が将来に夢を持てる社会、安全・安心な社会、誰でも再チャレンジが可能

な社会、活力ある地域社会の再生などを実現していけるかどうかは、今後

とも好調な経済を持続できるかどうかにかかっている。そのためには、潜

在成長力を高め、それを民間需要中心の持続的な経済成長につなげていく

ことが何よりも重要である。
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一方、我が国の財政状況を見ると、国・地方を合わせた長期債務残高が先

進国中最悪の水準にあるなど極めて厳しい状況にあるのも事実である。こ

れを放置すれば、将来世代への負担の先送りという世代間格差の問題を深

刻化させ、また、財政の持続可能性に対する疑念の高まりが経済成長自体

を阻害するおそれ.もある。早急にこの問題の解決に向けた国としての方針

を内外に明らかにし、財政再建に向けた具体的な改革を着実に前進させて

いく必要がある。

成長力強化と財政健全化の双方を車の両輪とするバランスの良い経済財政

運営を、一貫性をもって継続的に行っていく必要がある。

④ マクロ経済への配慮と柔軟性

経済の持続的成長と財政健全化を両立させるため、経済が大きく・減速する

場合には、財政健全化のぺースを抑えるなど、柔軟性をもった対応を行う。

潜在成長力の向上などにより税の自然増収がある場合には、財政規律を堅

持しつつ適切に対応する。

⑤ 堅実性(プルーデンス)の重視

成長力強化の取組に当たっては、高めの成長を目指す一方、財政健全化の

取組は、国民や市場からの信認を確保すべく、名目成長率3%程度の「堅

実な経済前提」に立つ。

(2)財政健全化の時間軸と目標

小泉内閣の財政健全化(2001~06年度)を第1期と位置付けた上で、第Ⅱ期、

第Ⅲ期の時間軸と目標を以下のように設定し、財政健全化に一貫性を持って継

続的に取り組んでいく。

財政健全化第 11期(2007年度~2010年代初頭)

(財政健全化の第一歩である基礎的財政収支黒字化を確実に実現)

・第1期と同程度の財政健全化努力を継続し、20Ⅱ年度には国・地方の基礎

的財政収支を確実に黒字化する。

・財政状況の厳しい国の基礎的財政収支についても、できる限り均衡を回復

させることを目指し、国・地方間のバランスを確保しつつ、財政再建を進

める。

・地方については、国と歩調を合わせた抑制ペースを基本として歳出削減を

行いつつ、歳入面では一般財源の所要総額を確保することにより、黒字基



調を維持する。

財政健全化第Ⅲ期(2010年代初頭~2010年代半ば)

(持続可能な財政とすべく、債務残高GDP比の発散を止め、安定的引下げへ)

・基礎的財政収支の黒字化を達成した後も、国、地方を通じ収支改善努力を

継続し、一定の黒字幅を確保する。その際、安定的な経済成長を維持しつ

つ、債務残高GDP比の発散を止め、安定的に引き下げることを確保する。

・国についても、債務残高GDP比の発散を止め、安定的に引き下げること

を目指す。

(3)改革の原則と取組方針

第Ⅱ期、第Ⅲ期を通じ、以下の原則とそれに基づく取組方針に沿って、一貫

して財政健全化に取り組み、選択肢を踏まえつつ、歳出・歳入両面における具

体策を実行する。

匝画]]「徹底した政府のスリム化で国民負担増を最小化する」
・歳出削減、資産売却、特別会計改革等に最大限の取組を行い、必要となる

国民負担増をできる限り圧縮する。

原則2 「成長力を強化し、その成果を国民生活の向上と財政健全化に活かす」

・潜在成長力の強化を通じて実質成長力の向上に努め、その成果により、国

民生活の向上を図り、将来世代を含む国民負担増を圧縮する。

匝亘1司「優先度を明確化し、聖域なく歳出削減を行う」
特別会計、独立行政法人等を含め、聖域なき歳出削減・合理化を実行する。

その際、優先度を明示し、一律的な歳出削減方式を排す。

匝画回「国・地方間のバランスのとれた財政再建の実現に向けて協力する」
・国・地方それぞれの財政健全化目標に向け、国と地方の相互理解の下でそ

の実現のために協力する。

原則5 「将来世代に負担を先送りしない社会保障制度を確立する」

受益と負担の世代間格差を緩和し、持続可能な社会保障制度を確立するた

め、社会保障給付の更なる重点化・効率化を推進する。

2010年代半ばに団塊世代が本格的な受給世代となることなど、年金、医



療、介護等の社会保障費の中長期的な推移を展望しつつ、基礎年金国庫負担

割合の2分の1への引上げに要する財源を含め、社会保障のための安定財源

を確保し、将来世代への負担の先送りを止める。その際、国民が広く公平に

負担し、かつ、経済動向等に左右されにくい財源とすることに留意する。ま

た、そうした特定の税収を社会保障の財源として明確に位置付けることにつ

いて選択肢のーつとして検討する。

匝画丕]「資産圧縮を大胆に進め、バランスシートを縮小する」
最大限の資産債務の圧縮を進める。資産売却収入は原則として債務の償還

に充当し(ストックはストックヘ)、債務残高の縮減に貢献する。また、

資産債務を両建てで縮減し、金利変動りスクを軽減する。地方にも同様の

改革を要請する。

適切な公債管理政策を推進する。また、財政健全化をフロー、ストック両

面から的確に管理・評価するための公会計制度を計画的に導入・整備する。

匝画三司畔斤たな国民負担は官の肥大化には振り向けず、国民に還元する」
・国・地方を通じて歳出削減を徹底した上で、必要と判断される歳入増につ

いては、これを実現するための税制上の措置を講ずる。その際、「新たな

国民負担は官の肥大化には振り向けず、国民に還元する」との原則を徹底

する。

(4)第 11期目標の達成に向けて

① 財政健全化に当たっての考え方

財政健全化を考えるに当たっては、経済の見通しに関し、過度の楽観視も

悲観視もすることなく、名目経済成長率3%程度の堅実な前提に基づいて、

必要な改革措置を講ずることとする。

この前提の下で、20Ⅱ年度に国・地方の基礎的財政収支を黒字化するため

に必要となる対応額(歳出削減又は歳入増が必要な額)は、16.5 兆円程度

と試算される、この数字は、現時点における目標達成の目安というべきも

のである。

経済社会情勢の変化に適切に対応しながら、基礎的財政収支を黒字化する

という目標を達成していくためには、歳出改革の内容についてある程度の

幅をもって対応していく必要があるが、上記の数量的な目安の下に、 5年

間の改革工程を念頭に置きながら、確実に目標達成に必要な措置を実施し

ていくことが重要である。



歳出削減を行ってなお、要対応額を満たさない部分については、歳出・歳

入一体改革を実現すべく、歳入改革による増収措置で対応することを基本

とする。これにより、市場の信認を確保する。

なお、要対応額に応じた歳出削減や歳入改革を行う際に、それが経済成長

にマイナスの影響を及ぼし、当初想定した税収が実現できなくなることも

懸念される。

この意味で、財政健全化を着実に推進していくためにも、高めの成長を目

指した経済成長戦略は不可欠の政策対応であり、両者を車の両輪として、

一体的に進めていくことが肝要である。

歳出改革

歳出改革に向けた基本姿勢

国・地方の歳出に無駄や非効率を放置したまま、負担増を求めることにつ

いて国民の理解を得ることは困難である。

加H 年度に基礎的財政収支の黒字化を達成することを目標にするという

ことは、歳出削減が不徹底ならば、その分だけ国民負担が増加するという

ことに他ならない。過去5年間の改革実績も踏まえながら、ゼロベースか

ら聖域なく歳出を見直すことによって、国民負担の増加をできるだけ小さ

なものとするために最善の努力を尽くすことを基本方針とする。

このような考え方の下に、機械的に歳出を一律に削減するという手法では

なく、制度的な見直しにまで立ち入った、徹底した歳出の見直しを行い、

国民生活への影響も十分に吟味しつつ、メリハリのある歳出改革を行う。

各分野における歳出改革の具体的内容Ⅱ.

歳出改革内容の定期的な見直し(ローリング)

上記iiの歳出改革の内容を2007年度からの5年間に計画的に実施してい

く必要がある。

しかしながら、中期的な経済成長率や税収動向を正確に予見することは困

難であり、その時々の経済社会情勢に配慮しつつ、基礎的財政収支の黒字

化目標の達成に向けた現実的な対応をとるため、20Ⅱ年度までにとるべき

歳出改革の内容について、毎年度、必要な検証・見直しを行っていくこと

とする。

(別 紙)



(5)歳入改革

今回、加H 年度に国・地方合わせた基礎的財政収支の黒字化を達成するた

めに策定した要対応額と歳出削減額との差額については、税本来の役割か

らして、主に税制改革により対応すべきことは当然である。

税は国民に負担を求めるものであるため、その時々において、税体系が全

体として公正なものと国民に理解され、納得されるものでなければならな

い。他方、税制は、一定の政策目的の実現に資する役割も求められる。

今後、中長期的に、我が国税制に求められる主な基本的あるいは政策的

課題は、

①歳出では、社会保障給付の顕著な増加が見込まれることから、その財源を

安定的に確保すること。特に、20四年度における基礎年金国庫負担割合引

上げのための財源を確保すること、

②経済のグローバル化の中で、我が国経済の国際競争力を強化し、その活性

化に資すること、

③急速な少子化の進行に対応し、子育て支援策等の充実に資すること、

④地方分権を一層推進するため、地方税源の充実を図ること、

であると考えられる。

なお、上記の課題にこたえる税制の構築に当たっては、国民の所得や地

域の格差、経済社会活動による環境への影響、税制の頻繁な変更による経

済取引の混乱回避に留意する必要がある。

これらの要請にこたえるには、税体系全般にわたる抜本的・一体的な改革が

必要となる。その結果、増収及び減収がともに生じるが、ネットベースで

所要の歳入を確保することが必要である。特に、社会保障給付の安定的な

財源を確保するために、消費税をその財源としてより明確に位置付けるこ

とにつぃては、給付と財源の対応関係の適合性を検討する。

税制はまさに制度であり、歳出、特に裁量的経費を増減する場合と異なり

税収のために制度の微細な調整を行うことは極めて難しい。また、税収は

民間活動に依存しており、あらかじめその額を正確に予測することは困難

である。

他方、今回の歳出・歳入一体改革では、当面20H 年度に基礎的財政収支

の黒字化が求められているが、それが達成できたとしても、その後、さら

に国・地方それぞれの債務残高GDP比を発散させず、安定的に引き下げ

ることが必要とされている。

これらを考えれば、今後の税制改革では、加H 年度単年度における目標

が達成されさえすればよいというのではなく、改革後の税制が構造的持続



的に上記の中長期的な目標を達成し得る体質を備えなければならない。

税制改革は税体系の中で、広くかつ多岐にわたるものであり、全体として

できるだけ早期の実施を基本としつつも、経済社会の動向、税収の推移、

歳出改革の進捗状況等を的確に判断し、それぞれの改革の実施について最

善の時期を選択すべきである。なお、景気動向を注視し、必要があれば、

政府・与党の決断により、機動的・弾力的に対応するものとする。

以上を踏まえた税制改革については、「基本方針2005」において、「重点

強化期間内を目途に結論を得る」とし、また、与党税制改正大綱において、

「平成19年度を目途に消費税を含む税体系の抜本的改革を実現する」とし

ており、今後、この考え方に沿って鋭意作業を進めていくこととする。

(田第Ⅲ期における歳出・歳入一体改革

②中長期的な「選択肢」について

・第Ⅱ期における取組との連続性を踏まえつつ、第Ⅲ期の目標達成に向け、

国・地方及び国・地方それぞれの一定の基礎的財政収支の黒字幅を念頭に

置いた歳出・歳入両面の改革の組合せが中長期的な歳出・歳入一体改革の

「選択肢」となる。

・その際、「国のかたち」を分かりやすく示す観点から、まずは政府の支出

規模のGDP比に着目して検討することが考えられる。また、社会保障の

長期的な目標やあるべき姿を考えつつ、当面の対応を行っていくことは重要

である。ただし、その際、一定の幅をもってみることが必要である。

①改革の基本的な方針

・我が国の財政は、基礎的財政収支が黒字化しても、利払い費を含めた財政

収支の赤字は依然として大幅なもの(GDP比3~4%程度)となり、金

利変動に対し脆弱な状況が続く。債務残高GDP比の発散経路からの早期

脱却は不可避の課題である。

・また、いわゆる団塊の世代が基礎年金受給世代となり、年金はもとより、

老人医療、介護等の社会保障費の増加が見込まれることから、社会保障の

効率化と持続可能性の確保も大きな課題である。

・(2)で述べた第Ⅲ期目標の実現に向け、第Ⅱ期との連続性を確保しつつ、

一貫性をもって歳出・歳入一体改革に取り組む必要がある。あわせて、社

会保障のための安定財源を確立し、将来世代への負担の先送りから脱却す

ることを目指す必要がある。



ための安定財源確保の観点からも検証する必要がある。

政府の支出規模については、第Ⅱ期において最大限の歳出削減努力が行わ

れることや行政サービス水準に対する国民意識を踏まえ、様々な選択肢が

考えられる。

歳入面では、歳出面での対応とあわせ目標達成が可能となる収支改善努力

を行うことが必要である。その際、両者をあわせた努力の大きさについて

は、安定的な経済成長を維持しつつ、債務残高GDP比の発散を止め、安

定的に引き下げることが確保されるようにする必要がある。

(フ)今後の取組

以上の方針に沿って、歳出・歳入一体改革の具体化を推進する。

2 「簡素で効率的な政府」への取組

(中略)

(資産・債務改革)

「行政改革推進法」に基づき、平成27年度末に国の資産規模対GDP比の

半減を目指し、国の資産を約140 兆円規模で圧縮する。

国有財産については、一般庁舎・宿舎、未利用国有地等の売却・有効活用、

民営化法人に対する出資等の売却に努め、今後W 年間の売却収入の目安と

して約12兆円を見込む。さらに、情報提供を徹底し、 PF 1を積極的に活

用するなど、民間の知見を活用した有効活用(フル・オープン化を含む)

を推進する。

さらに、財政融資資金貸付金については、財投改革の継続に加えて、対象

事業の一層の重点化・効率化、「行政改革推進法」等に基づく諸改革への

適切な対応、政府保証の一段の活用、既往の貸付金・保有有価証券の売却・

証券化等によるオフバランス化により、今後10年以内であわせて130 兆円

超の圧縮を実現する。

既往の貸付金等の売却・証券化等によるオフバランス化についても民間の

専門家の知見を活用して、メリットがコストを上回る場合、積極的に実施

する。

経済財政諮問会議の下にある専門調査会が、資産・債務改革の実現のため

の具体的方策について、 9月を目途に諮問会議に報告し、その後この専門

調査会に、中立的な金融の専門家等民間有識者を加え、有識者会議として



改組し、資産・債務改革の実施状況について公正中立な立場からチェック、

フォローする。

(資産・債務の管理に必要な公会計制度の整備)

資産・債務の管理に関し、政府においてこれまでに整備されてきた財務書

類の一層の活用を図るとともに、国、地方、独立行政法人等の財務情報の

整備を一体的に推進する。


